
 

議会運営委員会会議録 
 

１ 日  時  令和７年１１月１３日（木） 

 会議時間    １５時００分開会 １５時５６分閉会 

 

２ 会議場所  役場３階 第１委員会室 

 

３ 出席議員  委員長：橋本晃明 

        委 員：只野敏彦、田村幸紀、川上 均、深沼達生 

        議 長：山下清美 

 

４ 事 務 局  事務局長：大尾 智、次長兼総務係長：宇都宮 学 

 

５ 議  件 

（１）議会活性化について 

（２）その他 

  

６ 会議内容   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

  



議会運営委員会 【開会 １５：００：閉会 １５：５６】 令和７年１１月１３日 

 
 

【開会 １５：００】 

 

（１）議会活性化について 

 
委員長(橋本晃明)：それでは、全員おそろいなので本日の議会運営委員会を開催する。今日の

議件は、議会の活性化についてである。まず、前回の議会運営委員会の中で、川上委

員から提起された事項の検討が２つほどあるけれども、１つは広報広聴常任委員会の

廃止、廃止というと少し言葉はきついが、できなくなるのではないかということにつ

いて、まずそれから議論していきたいと思うが。この件に関しては、まとめてみた資

料が皆さんお手元あると思うが、町民にとってやはり議会広報というのは議会活動を

知るための非常に重要な手段であるということから、特に、議員自らが作成していく

必要があるのではないかということで、前回の議会活性化の議論の中で、常任委員会

化されたという経過があるということで、それをやめてしまうということにはならな

いのではないかということ。それと、最近、議会広報のリニューアルに伴って議員自

らが解説ページみたいなものを作っていくというようなこともあるし、これからは更

にその方向が強くなっていくということが望ましいということで進んでいるところも

あり、人数が少なくなった場合に廃止するというようなことにはできないと考えてい

る。また、今年、広報の研修会が札幌であったもの中でも、広報活動というのは議会

の活動そのものというか本質であるというようなこともうたわれていたので、そこの

重要性は川上委員も十分ご存じであると理解している。それから、議員報酬を上げる

という方向の中で、議員には今まで以上に働いてもらいたいという期待もこの中に含

まれているので、そういったことから方向性としては廃止というようなことにはなら

ないと、すべきではないのではないかということで方向性をまとめたいと考えている。

これについて、皆さんのほうから何かあれば。 
 
川上委員：私が言ったのは廃止ということではなくて、要するに、広報は議運の中でやるとい

うことを言っている。議運のメンバーがイコール広報広聴委員という形で、そういう

ことで専任の広報広聴委員会は作らないで、議員がそれを兼務で持つと。そういう意

味で言っているので少し勘違いをされているのかなと。決して廃止ということではな

くて、議運がそれに替わるものをきちんとやるということを今回説明したいと。 
 
委員長：それはどういう意味か。その編集についてもするということか。それを皆さんにも伺

いたいと思う。それで果たしてここでの議論にそれが合うのかどうなのかという部分

が…。少し別のものかなと思うが、いかがか。 
 

深沼委員：議運でやった場合に、委員会構成をする中で、今までは１人２委員会に入ってやっ

ている部分があるので、広報を議運でやってしまうと１つしかやらない議員も出てし

まうのではないかと思うが、その辺はどうなのか。 
 
委員長：今の意見に対して、川上委員はいかがか。 
 

川上委員：確かに、議運と兼ねる人とそうでない人が出てくるのは間違いないけども、それは

それで仕方ないのでは。議員が減るのだから。結局、減る中でやっていかなくてはな

らないということは、なかなか独立してそういう委員会を作っていくのは今後難しい

のではないかなということかということで、そういう提案をさせていただいた。 



 
委員長：暫時休憩する。 
 

【休憩 １５：０６】 

【再開 １５：１６】 

 

委員長：再開する。まず、「広報広聴常任委員会の廃止について」という資料を皆さんにお配

りしている。川上委員が前回言ったのは廃止ではなくて、議運にやってもらえばいい

のではないかということであったが、議員自らが作成するという方針を作って少しず

つそれを進めているという現状の中で、議運に持たせるとかということではなくて、

これをある程度専任化した広報委員会が担っていくという形は維持したいと私は思っ

ているが、皆さん議運の中でそれぞれの意見を伺って方向性を確認したいと思うが、

いかがか。 
 

田村委員：議運は、やはり議運という文字どおり議会運営のこともやらなくてはならないし、

議会活性化のこともやらなくてはならないので、広報を兼ねるということは全然別に

悪くはないと思うが、それぞれの常任委員会に１個ずつまず半々に分けられて、その

中から議運のメンバーが選出されるのであれば、それ以外の方というのが必ず出てく

るので、それ以外の方と広報と議運で分けるというのは全然問題ないのかなと思って

いる。これが、広報がなくなって、総務産業と厚生文教と議運の３つしかなくて、議

運にほぼほぼたくさんの人数が入るのだったらまた話は別だが、そういう分け方をし

ないのだったら、やはり広報は残すべきだと思っている。それで、報酬が上がったか

ら委員が頑張るというのは、表現としては違うかなとは思うので。今、現在進行形で

しっかりと自分たちで広報をやって発信していこうという流れの中を持っているとい

うのは思いとして独立していて、それとまた別に、議員削減があると考えたほうが私

はいいかなと思った。 
 
委員長：今時点でも広報委員会というのは努力して活性化していこうということは進めている

ので、今、現状が困難だから諦めてということにはならないかなと思うけども。 
 
深沼委員：実際、現在、広報広聴常任委員会の構成が変わって、また１つ、いろいろ違う形で

一生懸命やっているという部分もあるので、全部一気にということにはいかないかも

しれないが、徐々に良い広報を作るために自ら議員が一生懸命それに取り組んでいく

ということはいいことであるし、やはりその後の広報広聴常任委員会は私は残すべき

だと。議運のほうに任すのではなくて、独自の広報広聴常任委員会は残すべきだと思

う。 
 
只野委員：私、広報のほうはやったことがないというか、委員会に所属したことがないので、

あまりよくわからないからなかなか言えないが。この後、監査委員の不選任という話

にもなると思うが、そこで１人が浮いてそちらのほうに行けばいいというところもあ

るだろうし、人数的にこれが減っても維持してやっていくことができるのではないか

と私は思っている。それは、無理に議運のほうにという方向にしなくてもいいのでは

ないかと考えている。 

 

委員長：川上委員から改めて何かあるか。 

 

川上委員：ありません。 
 

委員長：反対意見というか、前回出された意見について、懸念がぬぐえていないというか、私



としてはネガティブな方向に広報委員会も含めて考えているということはどうかなと

思うけども。大方の議運の皆さんの意見は、広報委員会は必要なものであって残すべ

きであるというご意見なので、そのようなものでまとめたいと思う。よろしいか。 

 

(「はい」という声あり) 

 

委員長：次に、資料を１枚めくっていただいて、「議選の監査委員の不選任」についてという

ことである。これについては、川上委員から前回、監査委員も出すのをやめたらどう

かということで、事務局に管内を調べてもらいましたけども。全国も調べていただい

たが。監査委員を出していないの十勝管内にもあって、上士幌町である。暫時休憩す

る。 
 

【休憩 １５：２３】 

【再開 １５：２５】 

 

委員長：再開する。資料にあるとおり、現在、議員の中から監査委員を出さなければならない

という条例になっているが、これを改めて議員からは出さないというようなことにも

最近できるようになっているので。この問題だけではなくて、監査委員なった議員が

質疑ができないとか、決算委員会、本町は本会議なので問題ないが、決算委員長を務

められないとかという慣例を持っているところが多いということから、これについて

は、不選任の方向で働きかけていきたいと。その方向でもって議運としては進めたい

と思っているところである。これについては、何か皆さんからあるか。 
 

田村委員：監査委員の不選任の方向性を出すということは、議員を削減するからというのが前

提か。議員を削減しなかった場合も、この話はついてくるのかというのはどうなるか。 
 
委員長：これは前回、川上委員から議員を減らすのだったら監査委員は出せないみたいな意見

が出た中で、これを調査して、皆さんに資料としてお配りしているということもある

ので。ただ２つの問題があって、委員会構成の中で、監査委員を務めていた議員の方

が、委員会を兼ねて２つ入るようになるという部分は定数に関わってくる部分。それ

から、先ほど後半で言った、質疑などについて制限があるというのは本来の姿ではな

いのではないかという部分は、定数とは関係ない話である。 
 

川上委員：要するに外部監査ということになってくると思う。大体他のところでやっていると

ころは公認会計士だとか専門知識を持った人がきちんと町の監査をやるということで。

議員が専門知識がないのかといったら、やはりなかなか難しいと思う。そういう中で、

専門の知識を持った人にやってもらうのがベター。それともう１つは、やはり委員長

が言ったように、議員の役割が制限されると。基本的には監査で見ているのだから、

監査のときにチェックして言えばいいのだから、それを議会で言うこと自体がおかし

いと、はっきり言って。そういうことになると思う、本来は。今は、必ず誰かを監査

委員として出さないとならないのだから、そういった部分で、これから定数を減らす

のであれば、逆の部分で議員の負担を減らして議員に専念してもらうというのがベタ

ーなのかなということで、時代の流れも含めてこういう形を提案させてもらった。 
 

田村委員：よくわかった。議選の監査委員が出る理由は、多分二元代表制の一番大事な行政の

監視とか監査という部分があって、議会の役割を補完するという目的で議員から行っ

ているというのは、確か、議選の監査委員の役割だったと思うので。それがある意味

プロというか会計士とかそういう人方が担っていただけて、議員の定数も削減すると

いうことで、それが両方の理由からしても妥当というか、議選の監査委員を出さない

というのは妥当な話だなというのは、今納得したのでいいと思う。 



 
委員長：他にあるか。なければ、定数削減に伴って、監査委員というものを出さないという方

向というものを議運としては持っていくということで、よろしいか。 

 

(「はい」という声あり) 

 

委員長：では次に、議会活性化についての２回目の中間報告②の案について確認をして参りた

いと思う。議会運営委員会の中では、既に皆さんにお示しして議論していただいたも

のばかりだが、これを確認して参りたいと思う。令和５年２月 27日の全員協議会で問

題提起された後、議長から報酬や定数を含めた議会改革について協議してほしいとい

う意見が出て、それ以来、活性化の議論を進めてきたところである。初年度の令和５

年度には、芽室町議会に赴いて研修を受けたりなどしながら、そして論点整理をして

ここまでやってきたと。中間報告の１回目というのを、昨年の暮れにしているところ

である。中間報告については、議員定数と報酬については、当初は 11月から 12月と

なっていたけれども、そんな短期間でできるものではないということで、年度が改ま

った４月から集中して月２回ぐらいのペースで議運を開きながら議論してきたところ

である。定数と報酬は本来切り離して検討するという方向を定めて議論したけれども、

報酬が先に皆さんに検討していただく中で異論なくまとめられたのかなと思っている。

その後、定数の議論をしているところであるが、その下になるが、Ⅱの「検討・協議

の経過」についてであるが、中間報告をして以降会議を開いた日にちとか回数がずっ

と書いてある。定数・報酬については、皆さんから意見聴取を行ってさらにカバーす

る意味でヒアリングを行って参った。そして、研修会の参加としては７月 25日に芽室

町の議員研修会に参加して、このときは大正大学の江藤先生のお話だったが、持続可

能な地方議会の確保と展望ということで、内容を聞いている。参加者は８名であった。

それらについて全員協議会に経過を報告したのが、９月 22 日である。次にⅢの「報告」

となっている部分で、議員報酬であるが、これ皆さんが既に共有している部分ではあ

るけれども、９月 17 日に全員協議会で経過を報告して、その際、事務局が膨大なデー

タを集約して議員活動の中身について試算を行ったと。その後、10月 14日、10月 29

日、11 月 13 日の３回、これは報告の後であるが、議論を行って、議員報酬については、

試算に対する特に異論はなかったということで、その内容を議会運営委員会として判

断したところである。その金額が下に書いてあるけれども、一般会計全体に占める割

合は１％程度である。ただ、金額的には増えるというインパクトはあるのかなと思っ

ているが、議長への答申としては、結論だが、議会運営委員会としては、次期改選期、

令和９年の１月より議員報酬を次のとおりにしたいということだが、特別職の報酬改

正については審議会の諮問・答申が必要であるので、このようにしたいということを、

執行側に審議会の諮問について要請すると。議長については 35万 7,000円、副議長に

ついては 28 万 6,000 円、委員長は 26万 2,000 円、議員が 23万 8,000円ということで

答申をしたいと思う。主な理由としては、議員報酬は、本町は十勝管内 18市町村中、

議長は最下位、副議長が 17番目、委員長も 17番目、議員が 15番目ということで、帯

広周辺の３町除く中で管内最上位の人口を有する町としてはかなり低い。なり手不足

の解消のために、新たに議員になる方、特に若い世代に対して活動していただくため

には、報酬のアップが必要であるということで、今回の改正を行えば、議員で約 395

万円ということで、令和５年度の国民平均年収の中央値である 407万円に近づけるこ

とができるということである。前回既にお話しをしているが、この辺少しインパクト

があるので。議員で５万 5,000円の増というのは 30％ぐらいの上昇になるが、前回の

財政改革の中で削減されて 21万 1,000円から 18万 3,000 円になっているわけだが、

この間に更に日本の消費者物価の上昇率が 116％なので、上昇率に 21万 1,000円をか

けると 24万 4,760円になるということから、この改正案は決して高い数字とは言えな

いのではないかなと思う。当初の調査票で皆さんの意向を聞いた中では、１万円から

３万円程度の増額という意見もあったが、今後の報酬改正でたびたび報酬を上げると



いうようなことではなくて、今回ある程度の額を上昇させるということ。この金額に

ついては、ある程度、前回までの検討の中で皆さんのご理解をいただきながら、金額

としてまとめてきたものである。ただ、これはまだ内部の中で納得してもらっている

部分もあると思うけれども、町民の理解を得るためには、ある程度、定数についても

リンクさせていないけれども、その部分は考慮しながら議論を進めていく必要はある

と考えている。それから、特別職の報酬が上がった場合に連動して議員報酬の改定に

検討を着手するという考え方も必要になってくるのかなと。試算の仕方についてある

というところである。ここまでのところで、皆さんから何かあるか。 

 

(「なし」という声あり) 

 

委員長：では、続けて説明させていただくが、次に、「議員定数」についてだが、９月 17日に

全員協議会で経過報告をした中で、議員定数については、意向調査の中でもう数字が

出ているということで、現状維持のほうが多いので現状維持でいいのではという意見

があったけれども、そもそも意向調査はこれをもって議員定数についての方向を採決

するというような形の中でしたものではないということから、その多寡によって決定

を行わないということで、更に、議会運営委員会の中で検討を重ねて、全員協議会の

中で示していきたいということで、そこは説明とどめているということである。その

報告以降だが、10月 14日、10月 29日、翌月 11月 13日の３回議論をしてきたところ

である。その中で、定数削減に対するメリット・デメリットについて、以下の視点に

ついて議論をしてきたところである。この中では、多様な意見の反映、それから、町

民の声を拾うという部分での課題、チェック機能を果たすための、多様性だがチェッ

ク機能の強化、若者や女性・新人の立候補のしやすさの視点、議員定数の検討におけ

る委員会のあり方の視点ということの中では、委員会活動がきちんとできるかどうか

っていうこと、それから、議員定数の根拠をどこに求めるかというので、非常にこれ

難しい問題ではあるが、そういったものについての検討、それから、検討するにあた

っての前提条件ということで、これは本来、議員になれば当然これは努力していかな

ければならないという部分も含めて皆さんにお示しをして、前回の議会運営委員会の

中で議運としての方向性、これは幅を持たせた上で議長に答申するという方向性もあ

ったが、この中で議論した中で、やはり方向性をきちんと示した中で答申すべきであ

るという意見にまとまったので、今回結論として議長への答申について、６ページに

記載があるように、次期改選時の令和９年１月より議員定数を２名削減するというこ

とで、その理由については、20年ぐらい改正が行われてきていない中で、人口減少が

進んできたということで、人口が減れば議員も減らせるのかというそういう直結した

議論ではないが、議会の機能を損なうことなく、町財政における負担というようなも

のも考慮しながら２名の削減が適当であると。定数削減に関するメリット・デメリッ

トについては総合的に判断し、それぞれの課題について整理を行いながらここまでき

たので、その中で２名の削減が適当であると。一定の議員報酬の総額に対する町民の

理解や歳出増の抑制を考慮すると、２名の削減が適当であるということで案を作った。

今後のスケジュールだが、町民との意見交換において、町民の意見を聴く機会を設け

て、それを踏まえて最終決定して参りたいと。令和８年３月の定例会、遅くても６月

定例会において、定数条例、定数を定める条例の改正案を提出したいというところで

ある。付記事項としては、先ほど協議した部分であるけれども、常任委員会の維持や

議員から監査委員を出すことが困難になるということの懸念に対しても協議して、広

報広聴委員会については維持をする、議選の監査委員については不選任する方向性と

いうものである。これを次回の全員協議会にお示しをして、皆さんのご意見をいただ

きながら、議長への答申という形のものを作ってお示ししたいと考えているところで

ある。答申までは言葉が出てしまいましたけれども、この中間報告②について確認を

したいと。皆さんのほうから、既に細かく触れた部分もあるけれども、皆さんには議

論していただいた内容であるので、特に、本日何かあればという形の中でお伺いした

いと。何かあるか。 



 

(「なし」という声あり) 

 

委員長：では、議長への答申については、この内容で答申するということでよろしいか。 

 

(「よろしい」という声あり) 

 

委員長：議員の報告についてだが 11 月 25日の全員協議会があるということなので、11月 25日

の全員協議会、この場で中間報告について説明して皆さんからご意見を伺う。そして

議運としてはこの答申内容について、皆さんから意見はいろいろ趣旨はあるだろうと

思うけれども、議運としての結論ということが出ているので、これでもって議長に答

申をしたいということを確認したいと思っている。議長にはこの答申を出したのを受

けてその後に再度全員協議会を開催して議会として方向を決定していただきたいとい

うところである。答申日は 11月 25日全員協議会で皆さんにお諮りした後、議長にそ

れを手渡ししたいと。そのあと 21日の臨時会終了後に議長の方からこれについての全

員協議会としての意思統一を図っていただきたいなと。賛成反対それぞれご意見あろ

うと思うけれども、それでもって今後の町民との意見交換会臨むという或いはその他

の議会改革の進め方に関わってくるので、これについては議長において決定をしてい

ただきたい。議長に丸投げではないけどもここまで案を絞り込んで幅を持たせたかっ

た部分もあるが、絞り込んできたのでそれについて議長に答申した後は必要ならば採

決していただいて方向性を決めてそれに伴って今度次の段階に議運としては進んでい

きたいということである。よろしいか。 
 

(「はい」という声あり) 

 

委員長：議運の報告であるが、11月 25日に全員協議会があるので、この場で、中間報告につい

て説明して皆さんからご意見を伺う。そして、議運としては、この答申内容について、

皆さんから意見はいろいろ種々あるだろうと思うが、議運としての結論が出たので、

これでもって議長に答申をしたいということを確認したいというふうに思っている。

議長には、この答申を出したのを受けて、その後、全員協議会を開催して、議会とし

て方向を決定していただきたいということである。答申日は、11月 25日の全員協議会

に皆さんにお諮りした後、議長にそれを手渡ししたいと。そのあと、11月 27日の臨時

会終了後に、議長のほうから、これについての全員協議会としての意思統一を図って

いただきたいなと。賛成・反対それぞれご意見があろうと思うが、それでもって今後

の町民との意見交換会に臨むという、あるいはその他の議会改革の進め方に関わって

くるので、これについては、議長において決定をしていただきたい。議長に丸投げで

はないが、幅を持たせたかった部分もあるのだが、ここまで案を絞り込んできたので。

それについて、議長に答申した後は、必要ならば採決していただいて方向性を決めて、

それに伴って、今度、次の段階に議運としては進んでいきたいということである。よ

ろしいか。 

 

(「はい」という声あり) 

 

委員長：議長、よろしいか。 
 

議長(山下清美)：はい。 

 

委員長：町民との意見交換会をしなければいけないのだが、これについて日程がかなりタイト

になってくるので、空いている日も含めて事務局のほうから日程案というかまだあれ

だが、12月議会があったりとか、年末年始なので、可能な日について説明をしていた

だきたい。 



 

事務局長(大尾 智)：それでは、町民との意見交換会について、例年やっているものについて

は今年はやっていないので、いずれにしても開催しなければいけないが、今回の町民

との意見交換会については、この部分に的を絞ってご意見を各議員が聞いていただい

て、それをもって本当の最終決断に臨んでいただきたいということになると思うが。

今までの議論について、いつまとめができるかというのが想定がつかなかった部分も

あるので、まだ例えば会場を押さえたりということは全くしていない。それをご承知

の上で聞いていただきたいが、今からそういった部分の準備を進めると、定例会が先

ほどお話ししたように 11月 25日に１回目の議運、全員協議会、２回目の一般質問の

議運が 11月 28日である。11月 27日には臨時会もあって、12月定例会は 12月５日開

会、一般質問、12月 16に日最終日という流れになるので、その後というと、年内に実

施するのは困難ではないかと思っている。周知期間やその他を含めていうことを考え

ると、年明けの１月の明けてすぐというのはあれなので、例えば１月５日の週の後半、

７日、８日、９日とか、11 日の週の 13日以降とかその辺で実施…。以前に橋本委員長

と話したときには、重要な事柄なので、できれば回数を増やしたり、参加していただ

く方を増やしたいという話もあったので、２つの会場でやるとか、夜に来られない人

のために昼間やるとかいいう工夫が必要かと思う。そういう形でやると。そのあと最

終的な議案、改正条例の作り込みだとかいうことを考慮すると、その辺かなと考えた

ところである。あまり遅くなると、改正条例の議案とか、次の議会の準備が間に合わ

なくなるかなと思うので、今言ったぐらいが早くてという感じである。もう少し遅く

なると、それでも１月中がタイムリミットではないかなと考える。 

 

委員長：ちょっと日程的なものを、今会場のことは考えずに事務局から可能な日というものを

出してもらったが、これについて皆さんの方から。どうしても年内でなければいけな

いのではないかとか、特には日程のことなので、なければ詳細を詰めていかないと日

程が決まらない部分もあるので、実際、日にちを決めても会場取れなかったらだめで

あるし、ある程度調整させていただいて、この今説明のあった１月７、８、９、10、

13、15、このあたりで複数回、これまでは清水会場、御影会場ということだったが、

更に清水の昼間、夜というようなことも含めて調整していきたいと思うが、よろしい

か。 
 

(「はい」という声あり) 

 

委員長：そのように進めさせていただく。それでは、本日のこの件に関してはこれでまとめさ

せていただきたい。 

 

（２）その他 

 

委員長：その他何か皆さんのほうからはあるか。 

 

(「なし」という声あり) 

 

委員長：なければ、次回の日程について確認をしたいと思うけれども、通常何もなければ、定

例議会のほうが始まってしまうので、11月 25日が次の議会運営委員会というのはもう

決まっているが、それまでに開かなくてもよろしいか。 
 

(「はい」という声あり) 

 

委員長：では、次回は 11月 25日ということでお願いをする。それでは本日の議会運営委員会

はこれで閉じさせていただく。お疲れ様です。 

【閉会 １５：５６】 


